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はじめに

　このハンドブックは，T・A（教育補助員）を担当する大学院生のみなさんが，T・A

としての役割や業務内容を理解し，T・A業務を円滑に進めるために作成されたものです。

　T・Aは単に教員の授業アシスタントのような業務をするものではありません。また，

手当が支給されるとはいえ，アルバイト感覚で務まるものでもありません。教員の教育

業務補助や受講生の学習支援を通じて教員と学生をつなぎ，大学教育の一翼を担うのがT・

Aです。大学教育の質の向上が求められている中，T・Aの活動の場も増えてきています。

また，T・A自身にとっても自らの教育力を高め，研究者・教員等への進路の重要なキャ

リアとして位置付けられるものです。T・Aが行う業務は，学部や授業担当教員によって

様々ですが，これらを踏まえて，日々のT・A業務に臨むとともに，皆さん自身がT・A

業務を通じて成長されることを期待します。

教育開発支援機構教育開発・学習支援センター

本ハンドブックの内容を基に，パソコン/タブレット/
スマートフォン上で閲覧可能な動画コンテンツを作成しました。
あわせてご確認ください。

オンデマンドシステムで視聴できます。
統合認証 ID でログインしてください。
https://hosei-kyoiku.jp/ondemand/
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T・A 制度について

01 ＞ 目的
　T・A 制度は優秀な大学院生に対し，教育的配慮の下に，学部学生等
に対するチュータリング（助言）や実験，演習等の教育補助業務を行
わせ，大学教育の充実と大学院学生のトレーニングの機会提供を図る
とともに，これに対する手当の支給により，大学院生の処遇改善の一
助とすることを目的とした制度です。本学では，「法政大学学部教育補
助員（T・A）に関する規程」において，学部教育における授業内容の
質的向上をはかり，また，教員の教育条件を改善するために教育補助
員（T・A）を置き，教育活動の効率化に資するものと規定されています。
　つまり，T・A 制度は，大学教育の充実や大学院生の処遇改善という
面のほか，大学院生自身のトレーニング機会の提供という，いわば将来
の教員養成を目的としたインターンシップという側面もあります。
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02 ＞ 業務内容
　授業形態（講義，演習，実験・実習等）や授業担当教員によって具体
的な業務内容は異なりますが，授業担当教員の指導のもと，主に次の業
務を行います。

（1）主に授業時間内に行う業務
●授業実施補助（資料配付，授業用機器の操作，授業内試験の監督等）
●授業環境維持の補助（出席管理の補助，私語学生への注意，実験中の

安全確認等）
●学生サポート（学生への助言や質問対応，機器操作のサポート，ゼミ

等でのファシリテート役やグループワークなどの補助等）
●学外見学引率補助（授業時間内）

（2）主に授業時間外に行う業務
●授業の発表・報告のための支援
●授業用教材作成，レジュメの作成補助及び印刷
●授業用教材作成のための調査や資料収集
●授業用機器の事前準備，後片付け
●実験，実習の事前準備，後片付け
●出席管理補助（出席カードやリアクションペーパーの整理等）
●小試験の採点（定期試験を除く）
●レポートの添削補助（定期試験を除く）
●学生サポート（学生への助言や質問対応等）
●学外見学引率補助（授業時間外）
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（3）その他，学部等で定める業務
●卒業論文指導補助
●学部等が行う学習活動，イベントの補助または支援
●学部等が管理する HP の運用支援

（4）T・A が担当できない業務
●成績評価（成績評価は教員が責任を有し，教員以外がこれに従事して

はならない。）
具体的には次の業務は行えない。
定期試験，期末レポートの採点
※ただし，教員の監督，責任のもと記号式・選択式問題部分について
　の簡易な採点を行うことは可とする。

出席やレポート，小テストの結果を点数化し，評価すること。
採点名簿への成績の転記

●授業に関係のない教員個人の秘書的な業務や学会業務等

T・A 制度について
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04	＞ 各種手続き

01	＞ 目的
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03 ＞ 勤務時間の考え方
　授業に関わる T・A の勤務は，１コマごとになります。また，小試験
の採点（定期試験を除く）等を行った時は，手当が支給されます。詳し
くは，規程（P.16 〜 19）を参照してください。

【T・A が担当できる授業回数】
（1）学部
●学年暦（通信教育課程を含む）授業期間においては週 5 時限以内
●通信教育部の集中授業のスクーリングにおいては 1 日 4 時限以内

（2）大学院は週 6 時限以内
　授業担当教員と相談のうえ，計画的に勤務してください。
　本ガイドブック 22 ページを活用し，自分の勤務する授業を確認して
おきましょう。

※学部と大学院両方の授業を担当する場合でも，上記の上限を超えることはできません。
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04 ＞ 各種手続き
（1）業務開始前 ―「労働条件通知書」を確認
　業務を始めるに際し「労働条件通知書」が通知されますので，必ず確
認してください。また，業務を次年度以降も継続する場合には，再度本
通知書が通知されます。

(2) 業務実施 ―「出勤報告書」を毎月提出
　「出勤報告書」は毎月，担当している授業の学部，または研究科の窓
口に提出する必要があります。出勤報告書に担当した日にち・曜日・科目・
教員名・コマ数・勤務地等を記入したうえ，担当教員から押印をもらい

 

 

 

 

 

労働条件通知書（コマ単位支給者用） 

 

※以下の中から，該当する職種の労働条件通知書をご使用ください。 

 雇用した学生へ配付する際には，雇用期間と所属を入力してください。 

 

・教育補助員（T・A）・特任講師・大学院チューター・日本語相談室チューター 用 

・体育実技補助員 用 

・総合情報センター事務部多摩事務課における授業補助員 用 

・スポーツ健康学部における臨時職員 用 

・学務部教育支援課で管理している授業支援アシスタント 用 

労 働 条 件 通 知  書 

 

  学校法人法政大学において以下の職種で勤務する者について，下記の通り労働条件を通知する。 

 

記 

 

１．職  種  教育補助員（T・A） 

 

２．雇用期間  自 20○○年 ○月 ○日  至 20○○年 ○月○日 

         

３．所  属  ○○○○（教員組織を記入） 

         

４．給    与   １コマ（100分）：4,200円 

        給与支払については，月末締め，翌月 25日払い（25日が休日，または土曜日にあたると

きは，その前日）とする。支払方法については，契約者の指定する金融機関の口座に振り

込むことによって毎月の給与を支払う。 

 

５．昇  給  なし 

 

６．業務内容  （１）講義担当教員の講義用教材の調査，検索，作成及び印刷等 

（２）講義時の補助 

（３）リポートの添削，採点及び小試験の採点（定期試験を除く） 

（４）その他必要な業務 

 

７．勤務曜日及び時間  別途，所属箇所からの通知による 

            所定時間外労働あり 

 

８．休  日    日曜日，休講の場合，その他大学の定める休業日 

        休日労働なし 

         

９．社会保険  適用外 

 

10．退  職  自己都合退職：本人が退職願を提出し大学が承認したとき 

        解雇事由：やむを得ない事由があるとき 

 

11．パートタイム労働法第 16条に基づく相談窓口：人事部人事課人事担当 TEL:03-3264-6295,9339,9582 

 

12．そ の 他    退 職 金：支給しない。 

         賞  与：支給しない。 

          

13．以上のほかは，本学諸規則による。 

                                        学校法人法政大学 

                              〒102-8160 千代田区富士見 2-17-1 

 

契約更新の有無及び契約更新の判断基準に関する通知書 

 

１．契約更新の有無：更新する場合があり得る。 

２．契約更新の判断基準：契約期間満了時の業務量や業務自体の有無，労働者の勤務成績・ 

態度・能力，本学の財務状況等を総合的に勘案して判断する。 
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ます。数か月分を溜めること
のないように注意してくださ
い。記入についての詳細は，
担当学部・研究科の窓口から
配布される出勤報告書マニュ
アルを参照してください。

(3) 初めての業務 ― マイナンバー・振込口座を登録
　初めて本学で業務に従事する方は，マイナンバーを登録する必要が
あります。登録にあたっては，委託業者から指定住所に書類が届きま
すので，確認し必要事項を記入したうえ，指定の期日までに提出して
ください。
　次に，給与振込口座の登録も必要です。詳しい記入の仕方につきまし
ては，出勤報告書マニュアルを参照してください。口座情報は，必ずカー
ド・通帳等を参照し，正確に記入してください。なお，すでに本学に登
録している方は提出不要です。
　給与振込口座の変更など，各種登録内容の変更等についてのお問い合
わせは，担当授業の学部，または研究科までお願いします。

ココママ単単位位支支給給者者　　出出勤勤報報告告書書 記記入入例例

※ボールペン等消えない筆記用具で記入

Z2 0 5 2 6 　所属部局 記入欄

(フリクション不可)

Z1 11 55 XX 99 99 99 99

↑マイナンバーを記入しないでください

ｶﾅ

Z4

Z3 22 00 11 77 年 44 月 ← １枚に記入できるのは１ヶ月分です。複数月にまたがる場合は用紙を分けてください。

7 金

14 金

21 金

28 金

決裁欄

部局担当者印

枚 = 円

枚 = 円

円) ＊ 日 Z20 円 人事受付印

提出ルート:　記入者　⇒　担当部署　⇒　人事部業務委託室 学生雇用担当宛て (2017.04)

出出勤勤報報告告書書はは、、溜溜めめずずにに毎毎月月ごご提提出出願願いいまますす。。

　※認められた者のみ　 実費交通費 往復( 880000 44 ＝ 33,,220000

円
　※T・A　　レポート採点料（加筆あり） ＠￥ 130 ×

　※T・A　　レポート採点料（加筆なし） ＠￥  65 ×

Z24

2200 44
コマ 日

担当教員印

((ご注意))
＊交通費はICカード支払での金額を記入してください。また、規程により支給上限(片道
JR100km相当)がありますのでご注意ください。

＊本出勤報告書へご記入頂いた個人情報は「法政大学プライバシーポリシ
(http://www.hosei.ac.jp)」に基き処理するとともに，給与その他の経費支払に関する業
務以外には使用いたしません。

＊住所変更の際は、学部への届出とは別に"給与振込口座　登録・変更届"にて新住所を
ご提出ください。

Z23 Z22

←ﾁｪｯｸで印をつける際は、
　枠外にお願いします。

（コマ数合計） （出勤した日数）

1～5 児玉 5 〇

1～5 児玉 5 〇授業支援システムキャンパスサテライト

授業支援システムキャンパスサテライト

1～5 児玉 5 〇

1～5 児玉 5 〇授業支援システムキャンパスサテライト

授業支援システムキャンパスサテライト

コマ数
勤務地

担当(教員)印
市ヶ谷 多摩 小金井

勤務月

日 曜 時限 担当科目 教員名

氏　名

ホホウウセセイイ　　ジジロロウウ

日中連絡先TEL
(携帯電話推奨) 009900--99999999--99999999

法法政政　　次次郎郎

03．体育実技補助員

コマ単位

予算管理番号

職種
（○を付けて下さい）

Z0
01．教育補助員(T・A) 02．特任講師

07．学生アシスタント・小金井チューター 98．その他

本学
個人番号

◆本学学生の場合 → 学生証番号　※卒業生は「本学学生以外の場合」になります。

◆本学学生以外の場合→自身のFirstNameの頭文字(大文字)＋生年月日（西暦）
　　 　　　　　　　　 例：法政 太郎(ほうせい たろう)1990年4月10日生 → T900410

04．多摩情報セ　授業補助員

05．臨時職員（ｽﾎﾟｰﾂ健康学部） 06．通信教育指導講師

T・A 制度について

03	＞ 勤務時間の考え方
04	＞ 各種手続き

01	＞ 目的
02	＞ 業務内容
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T・Aの心得
01	＞ 教育者としての自覚
02	＞ 学業との両立
03	＞ T・Aの責任と態度

04	＞ 安全管理
05	＞ ハラスメントの防止
06	＞ 個人情報の保護

01 ＞ 教育者としての自覚

02 ＞ 学業との両立

　T・A は大学院生ですが，授業の中では教育を行う側の立場となります。
授業を受ける学部学生からは，当然，教える側の人間と映りますから，教
育者としての自覚を持って学生と接することが求められます。授業内容や
授業において使用する機材の取り扱いなど，学生の質問に対応できるよう
事前に準備しておくのはもちろん，T・A としての勤務中は，授業と関係
ない行為（PC で授業とは関係のないサイトを閲覧したり，メールをする等）
や特定の学生と私語をするなどの行為は行わないようにしてください。
　また，服装や身だしなみ，言葉遣いなども教育者としての自覚を持っ
た相応しい振舞いをしてください。授業への遅刻や無断欠勤は厳禁です。
就職活動，病気などでやむを得ず欠勤する場合は，事前に授業担当教員
に連絡することはもちろん，勝手に代役を立てないようにしてください。
　さらに，T・A は大学の教育システムの一端を担うものです。大学の信
用を貶める行為や学生に不信感を抱かせる行為も慎んでください。

　前項では T・A は授業の中では教育を行う側の立場の人間と書きまし
たが，一方で大学院生の本分は学業です。T・A 業務が本人の授業や研
究活動に悪影響を与えるようでは本末転倒です。そのため，本学では T・
A が担当できる授業回数について，学部は原則週 5 時限以内，大学院
は週 6 時限以内としています。当然，授業を履修している時間帯は T・
A 業務に従事することはできません。
　T・A は自らの学修・研究活動に支障がないよう計画的に勤務される
ことを望みます。
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03 ＞ T・Aの責任と態度
　授業に関して，最終的な責任を有しているのは授業担当教員です。例
えば授業を進めていくうえで，T・A としての考えや意見もでてくると思
いますが，それを勝手に行うことは認められません。T・A の業務の基本
は授業担当教員への報告，連絡及び相談です。授業の進め方や内容につ
いて常に授業担当教員と話し合い，理解を深めたうえで T・A としての
役割を果たせるよう授業担当教員との連携を密にするよう努めてくださ
い。また，第 1 回目の授業から円滑に業務が実施できるように，授業担
当教員と連絡を取り，前任者がいる場合は引き継ぎを行うなど事前の準
備・勉強などを行ってください。
　また，T・A 業務をしていると学生からも様々な質問や相談があると思
いますが，それらに対して積極的に応えてあげてほしい一方で，成績や
評価についてはあくまでも授業担当教員が責任を負うことですので，T・
A が軽々しく応えることはできません。学生はその点をあまり区別でき
ませんので，T・A の方でしっかりと伝えてあげる必要があることも注意
しておいてください。授業が進んでいくと学生と交流する機会も増えて
きます。中にはみなさんを兄姉のように慕ってくる学生や友達扱いして
くる学生もいるでしょう。学生との良好な関係を築くことは T・A の業
務を行ううえでも重要な要素ですが，友達同士の関係と，教員と学生の
関係は異なります。T・A は授業の中では教育を行う側の立場の人間です
ので，友達同士のような馴れ合いの関係が「良好な関係」ではありません。
教育者と学生という立場を踏まえた「良好な関係」を築くよう留意して
ください。
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04 ＞ 安全管理
　T・A は授業において機械，器具の操作を任されたり，学生の実験の
準備，サポートを行うことも多くなります。その際は安全管理に十分注
意してください。特に実験授業においてはちょっとした不注意が大事故
につながる場合があります。機械の操作，薬品の取り扱い，実験指導全
般において，不明な点があった場合には，勝手に判断せず，必ず授業担
当教員の指示を仰いでください。また，事故発生時の対処方法，緊急連
絡先などは事前に授業担当教員と確認しておいてください。受講学生の
安全に責任を持つこと，事故が起きないように，万全の配慮を行うこと
も T・A の重要な役割のひとつです。また，授業日程によって授業がな
い場合でも，手当を付けている場合があります。そこでは，実験装置の
維持管理，準備，引継ぎなどを行う場合もありますので，必ず授業担当
教員の指示を受けてください。

T・Aの心得

01	＞ 教育者としての自覚
02	＞ 学業との両立
03	＞ T・Aの責任と態度

04	＞ 安全管理
05	＞ ハラスメントの防止
06	＞ 個人情報の保護

ちょっと一言

「怪我と弁当は自分持ち」
と言われるように，安全は最終的には自分自身で守るもの

○安全は，言葉だけの理解や，頭のなかだけの理屈では役に立ち

ません。いろいろ経験して，安全行動としての認識が必要です。

○ちょっとした不具合や小さな異変を，大事故の危険信号としてイ

メージ出来るかどうかが， 安全の意識や考え方にとって重要です。
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05 ＞ ハラスメントの防止

ハラスメントとは
　大学におけるハラスメントとは，教育・研究，就学，就労のあらゆる場
面において，相手の意に反した不快な言葉や行為を指します。相手が言動
を「不当」「不快」と受けとめる場合はハラスメントになる可能性があります。 
　一方で価値観や感じ方の基準は人それぞれ多様なものであり，言動が
ハラスメントにあたるかどうかの境界線は，相手との人間関係や前後の
状況により変化します。悪意が無く指導を意図した言動であっても相手
からの思わぬ誤解を招く場合もあります。

 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
　セクシュアル・ハラスメントとは教育・研究，就学，就労の環境にお
いて，相手に対して，不適切で不当な性的言動を行うことにより，不利
益又は不快を与え，精神的・身体的損害を与える人格権侵害をいいます。
セクシュアル・ハラスメントについては，男性から女性に対する言動が
典型的ですが，女性から男性，または同性間の場合も含みます。
　次のような事例がセクシュアル・ハラスメントに当てはまる可能性が
あります。
●家族関係，友人，恋人等，プライベートな事柄について執拗に尋ねること。	
●「女らしくない」「男のくせに女々しい」等の，性差別・性役割感を押し
つけること。	
●性に関わる話題や性的な嫌がらせにあたる行動で，業務の遂行を阻害した
り，相手が性的不快感を持つ状況を作り出すこと（猥褻な絵や写真，パソコ
ン画面を見せたりする，不必要に体に触るなど）。執拗，もしくは強制的に
性的行為への誘いや交際の働きかけを行うこと（ストーカー行為を含む）。
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 アカデミック・ハラスメント（アカハラ）
　アカデミック・ハラスメントとは教育・研究，就学の環境における権
力を濫用し，相手に対して不適切で不当な言動を行うことにより，不利
益や精神的・身体的損害を与える人格権侵害をいいます。
　次のような事例がアカデミック・ハラスメントに当てはまる可能性が
あります。
●教育・研究に無関係な雑務または私用を強要すること。	
●正当な理由なく，提出された課題やレポート等を受け取らないこと。	
●職務上知り得た個人情報やうわさを流布すること。	
●指導を口実として殴る，蹴る，叩く等の暴力を振るうこと。

　その他のハラスメント行為としてパワー・ハラスメント（パワハラ）
があります。パワー・ハラスメントとは就労における優越的な地位を利
用し，その権力を濫用し，相手に対して不適切で不当な言動を行うこと
により，不利益や精神的・身体的損害を与える人格権侵害をいいます。
職務上知り得た個人情報やうわさを流布したり，業務の範疇を超えるも
のを要求することなどが当てはまります。

　これらのハラスメント行為は並行して行われてしまう例もあり，T・
A は，学生に対して加害者になってしまう場合があります。加害者にな
らないよう，学生に対する言動には十分注意してください。

T・Aの心得

01	＞ 教育者としての自覚
02	＞ 学業との両立
03	＞ T・Aの責任と態度

04	＞ 安全管理
05	＞ ハラスメントの防止
06	＞ 個人情報の保護
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加害者にならないために
●互いに人格を尊重して

すべての立場の人々（学生・教職員）は，対等に互いの人格を尊重する姿勢を
持ちましょう。

●固定的な性役割観の再考を
社会的に形成された性別意識，「男性や女性はこうあるべき」という固定的な
性役割観などの偏った見方・考え方を押し付けることは避けましょう。 

●立場が上の人（指導者は先輩）は十分な配慮を
反対意見や「ノー」と意思表示がないからといって，それが合意・同意とは限
りません。 

●すぐに謝罪を
相手が自分の言動をハラスメントと受けとめているとわかったら，すぐに止め
て，真摯な気持ちと態度で謝罪しましょう。自分の家族や大切な人が受けたら
不快だと思う言動を慎むという心構えが大切です。

ハラスメントを受けたら
　一方で，T・Aは授業担当教員の指示によって業務を行わなければならないた
め，ハラスメントの被害を受けてしまう場合もあります。被害を受けた場合は，
ハラスメント相談室にご相談ください。

ハラスメント相談室
場　　所	：法政大学市ケ谷キャンパス	
開室曜日	：月曜～金曜（土日祝は閉室）	
開室時間	：9:30 ～11:30，12:30 ～16:30（11:30 ～12:30 は応相談）
お問い合わせ	：TEL：03-3264-4409　　FAX：03-3264-4410
	 	 	 	 E-mail：stopharass@hosei.ac.jp

　被害を受けた場合は，その時の状況（日時，場所，内容）をできるだけ詳しく
記録しておきましょう。
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06 ＞ 個人情報の保護

T・Aの心得

01	＞ 教育者としての自覚
02	＞ 学業との両立
03	＞ T・Aの責任と態度

04	＞ 安全管理
05	＞ ハラスメントの防止
06	＞ 個人情報の保護

　T・A の業務は，出席カードの配付，回収や答案，レポートの整理な
ど，学生の個人情報に触れる機会が多くあります。みなさんの不注意に
より個人情報が漏えいした場合，実際の被害の有無に係わらず損害賠償
を請求されたり，大学として社会的な責任問題となりかねません。
　個人情報の取り扱いは十分注意してください。

★業務中に知り得た学生の情報（電話番号やメールアドレス，成績等）
はすべて個人情報です。例えその一部でも学外等への持ち出しは禁
止されています。特にノートパソコンやUSBメモリを使用する場
合は紛失や置き忘れに注意するとともに，セキュリティ設定を行っ
てください。

★個人情報を本人から取得する場合は，本人に対し使用目的を明示しなけ
ればなりません。例え業務であっても，他の目的での使用は禁止です。

★万が一情報漏えいが発生した場合は，二次被害を避けるためにも，
迅速な公表と対応が必要になります。速やかに授業担当教員に申し
出るとともに事務局に届け出てください。

12
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個人情報の流出には充分注意しましょう
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法政大学学部教育補助員（T・A）に関する

規程

　（目的）
第１条　法政大学学部（通信教育課程を

含む）教育における授業内容の質的向
上をはかり，また，教員の教育条件を改
善するために教育補助員（以下「T・A」
という。）を置き，教育活動の効率化に
資するものとする。

　（対象）
第２条　T・A として採用される対象は，

原則として法政大学大学院博士後期課
程ないし修土課程（博士前期課程）に
在学する大学院生とする。

　（T・Aの業務）
第３条　T・A は，教授会ないし学科主任

の監督のもとで，次の業務を行う。
（1）　講義担当教員の講義用教材の調

査，教材作成及び印刷等
（2）　実験，実習，調査実習，コンピュー

ター演習等における担当教員の補佐
（3）　小試験の採点（定期試験を除く）
（4）　リポートの添削，採点（定期試験

を除く）
（5）　その他教授会が必要と認める業務
　（採用）
第４条　T・A は第 2 条の対象者のうちか

ら公募を行い，各学部教授会（以下「教
授会」という。）の議を経て，年度ごと
に決定する。ただし，再採用を妨げない。

2 　T・A は，その適格性に欠けると教授
会が判断した場合には，教授会の議を
経て解任することができる。

3 　T・A に欠員が生じた場合には，第 1
項の手続きにより補充することができる。

　（採用の期間）
第５条　T・A を採用できる期間は，学年

暦（通信教育課程を含む）の授業期間
とする。

2 　前項の規定にかかわらず，授業期間
外に実習等が行われる場合は，第 3 条
第 1 項第 2 号に掲げる業務を行うため
に必要な期間について採用することが
できる。

　（勤務時間）
第６条　第 3 条第 1 項第 1号及び第 2 号

に該当する T・A の勤務時間は各校他
の授業実施時間の1 時限又はその倍数
時間とする。

2 　前項の規定にかかわらず，野外実習
等にかかわる準備，実施，終了後の業
務を行う場合は，担当教員の計画した
時間に勤務することができる。

3 　第 3 条第1項第 3 号及び第 4 号のT・
A の勤務時間は特に定めない。

　（手当）
第７条　T・A の手当は別表による。
2 　手当の支払いは，担当教員の申請に

基づき各学部長の承認を得て行う。

業務の種類（第 3 条） 単価

第 1号〜第 2 号の業務 （1時限当たり）
　4,200 円

第 3 号の業務 65 円

第 4 号
の業務

簡単な論評を
加える場合 130 円

論評を
加えない場合 65 円
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法政大学学部教育補助（T・A）

実施要領

　（報告）
第８条　T・A を活用した担当教員は，年

度末に教授会に対して，年間の活用状
況を報告しなければならない。

　（実施要領等）
第９条　T・A の年間採用時間数は当該年

度の予算額を超えないものとする。
2 　第 3 条に掲げた業務を実施するにあ

たって必要な事項については，この規程
の他，別に定める「教育補助員実施要領」
による。ただし，これにより難いものに
ついては，教授会において定めること
ができる。

　（付則省略）

　（目的）
1 　学部教育補助員（以下「 T・A」とい

う。）にたいする取扱はこの要領の定め
るところによる。

　（応募）
2 　T・A に応募するものは，所定の申請

書と履歴書を教授会に提出しなければ
ならない。

　（手続）
3 　教授会の議を経て採用の決定した T・

A について，担当教員は学期初めの所
定日，通信教育のスクーリングにおいて
は各スクーリング期間の所定日までに，
T・A 担当回数表を提出しなければなら
ない。

　（担当回数表の提出先）
4 　担当回数表の提出先は次のとおりと

する。
（1） 　市ケ谷及び多摩地区の各学部教

員は，所属学部の各事務担当
（2） 　小金井地区の各学部教員は，小

金井事務部学務課各事務担当
　（担当回数の制限）
5 　T・A が担当できる授業回数は次の各

号のとおりとする。ただし、各号に定め
る授業回数は担当回数制限の算出にあ
たり合算しない。

（1） 　学年暦（通信教育課程を含む）
授業期間においては週 5 時限以内

（2） 　通信教育部の集中授業のスクー
リングにおいては 1日 4 時限以内

　（付則省略）
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法政大学大学院教育補助員（T・A）に関する

規程

　（目的）
第１条　法政大学大学院における教育研

究及び授業内容の質的向上をはかるた
め，教育補助員を置き，教育研究活動
の効率化に資するものとする。

　（資格）
第２条　教育補助員は，原則として法政

大学大学院学生であることとする。
　（教育補助員の採用）
第３条　教育補助員は，前条の資格を有

する者のうちから公募を行い，研究科
教授会の議を経て年度ごとに総長が決
定する。ただし，更新を妨げない。

2 　（削除）
3 　教育補助員は，その適格性に欠ける

と研究科教授会が判断した場合には，
解雇することができる。

４　教育補助員に欠員が生じた場合に
は，第１項の手続きにより補充すること
ができる。

　（業務内容）
第４条　教育補助員は，研究科教授会の

監督の下で，次の業務を行う。
（１）　講義担当教員の講義用教材の調

査，検索，作成及び印刷等
（２）　講義時の補助
（３）　外国人留学生に対する日本語添

削補助
（４）　その他委員会が認める事項
　（勤務時間）
第５条　教育補助員の勤務時間は，各校

地の授業実施時間の１時限又はその倍
数時間とする。

　（教育補助員の手当）
第６条　教育補助員の手当は，１時限に

つき，４，２００円とする。
２　教育補助員に対しては，本人の申請

に基づき，担当教員及び研究科長の承
認を得て手当を支払うものとする。

　（報告）
第７条　教育補助員を活用した担当教員

は，年間の活用状況を年度末に研究科
教授会に報告しなければならない。

　（実施要領等）
第８条　教育補助員の年間採用時間数

は，当該年度の予算額を超えないもの
とする。

２　第４条に掲げた業務を実施するにあ
たって必要な事項については，この規
程の他，別に定める「教育補助員実施
要領」による。ただし，これにより難
いものについては，研究科教授会にお
いて定めることができる。

　（付則省略）
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法政大学大学院教育補助員（T・A）

実施要領

　（目的）
1 　大学院教育補助員（以下「Ｔ・Ａ」と

いう。）に対する取扱は，この要領の定
めるところによる。

　（応募）
2 　Ｔ・Ａに応募する者は，所定の申請

書と履歴書を研究科教授会又は専攻会
議に提出しなければならない。

　（手続）
3 　当該会議の議を経て採用の決定した

Ｔ・Ａについては，担当教員は採用前ま
でにＴ・Ａ担当回数表を，各キャンパス
の大学院担当事務局に提出しなければ
ならない。

　（担当回数の制限）
4 　Ｔ・Ａが担当できる授業回数は，週

６時限以内とする。
　（付則省略）
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T・Aに役立つ 参考書

　以下に示す書籍は，T・A のあり方，指導方法，学生の学びや各授業での対応
方法に関係するものです。是非，自分自身のキャリア形成の一環として参考にし
てください。

※その他，法政大学 学習支援ハンドブックもご活用ください。
　（法政ポータルサイト（Hoppii）→【学習支援ハンドブック】にアクセス） 

TA（ティーチングアシスタント）
実践ガイドブック
小笠原正明，西森敏之，瀬奈波栄潤（編）
玉川大学出版部

成長するティップス先生　
授業デザインのための秘訣集
池田輝政，戸田山和久，近田政博，中井敏樹
玉川大学出版部

大学授業を活性化する方法
杉江修治，関田一彦，安永悟，三宅なほみ
玉川大学出版部

授業をどうする！：
カリフォルニア大学バークレー校の
授業改善のためのアイデア集
香取草之助監訳　東海大学出版

広げる知の世界―
大学でのまなびのレッスン
北尾謙治，石川有香，西納春雄，実松克義，
早坂慶子　ひつじ書房

「改訂版　知のツールボックス」　
新入生 援助（＝フレッシュマン おたすけ）集
専修大学出版企画委員会（編）
専修大学出版局

大学生のための
「読む・書く・プレゼン・ディベートの方法」
松本茂，河野哲也
玉川大学出版

ファシリテーター行動指南書　
意味ある場づくりのために
中野民生監修　三田地真実著　
ナカニシヤ出版

グループ学習入門：学びあう場づくり
の技法（アカデミック・スキルズ）
新井和広，坂倉杏介　
慶応義塾大学出版会

フィールドワーク増訂版　
書を持って街へ出よう
佐藤郁哉　
新曜社

大学基礎講座　改増版
―充実した大学生活をおくるために―
藤田哲也編著　
北大路書房

研究室マネジメント入門　
人・資金・安全・知財・倫理
日本化学会
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私の T・A 経験

理工学部 教授　川上  忠重

　修士課程及び博士課程を通して 6 年間，T・A を担当する機会をいた
だきました（週 4 コマ程度）。実験実習の工作・溶接，内燃機関の性能
実験や機械工学演習を主に担当していました。かなり学生に対して厳し
い T・A だったと思います。それは，厳しくしないと「お互いの信頼関
係と安全」が担保出来ない点に付きます。溶接では，高電圧の溶接機や
高温のアークを扱うため，ちょっとした油断が大怪我に繋がってしまい
ます。内燃機関では，高温の排気管や高速回転部分が多数あり，また，
燃料の取り扱い（特定化学物質）も細心の注意が必要です。演習では，
T・A は全て理解しているつもりで遠慮なく？ 質問してきます。それを
うまく自主的な理解に直結するように対応するためには，演習問題の枝
葉の部分も，当然，自己理解しておく必要があります。
　1 コマは 100 分の授業ですが，T・A としての段取り（準備）は，
本来時間が非常にかかるものです。そこでの皆さん自身の「学び」は，
将来の自分に必ず役にたちます。是非，T・A としての自覚をしっかり
持って，学生との対応や指導を心がけてください。
　また，皆さんの T・A 現場での「気づき」も非常に重要です。細かい
ことでも，何か通常と異なること（教室環境，フィールドワークの現場，
装置からの音，振動や臭い及び学生の反応や取組み状況）があれば，す
ぐに教員に報告してください。その連携と「気づき」が授業の質向上と
ヒューマン・エラーを含む事故防止になります。

教員コラム
教員コラム

T・Aとして経験する
段取りや気づきは

将来必ず役に立ちます！
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自分の担当コマを書いておこう
　　遅刻，欠席することがないよう，書き出しておきましょう。

◆勤務に必要な持ち物を書いておこう

●  T・Aハンドブック
●  筆記用具
●  

● 
● 
● 

● 
● 
● 

春学期 秋学期

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：

　　　曜　　　限　教室：	 　　		

科目名：

教員名：
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　　毎授業の連絡事項を書き留める習慣をつけましょう。

業務記録シート

教員からの連絡事項
・ Ｔ・Ａ事前打ち合わせ方法
 （場所：××研究室）
・ 必要資料の受け取り日時 ,
 事前準備資料の段取り方法
・ フィールドワークの集合時間、
 レポート回収方法
・ 出席管理方法
・ その他担当教員からの指示

教員への連絡事項
・ 配布資料の過不足
・ 授業設備の故障（プロジェク

ター、マイク、スピーカ及び什器）
や実験機器・薬品の整備状
況や残量

・ 質問内容（具体的な質問内容）
・ 出席管理で気づいたこと
 （連続欠席等）
・ その他Ｔ・Ａとして担当教員

に報告する事項

　　　限

・	今後のＴ・Ａ事前打ちあわせ方法
	（××研究室	10:30 〜10:45）

★出席管理方法（重要）	
→出席カードをとりに行く

・	４/24フィールドワークの集合場所
	 ××××広場	10:00 厳守 !!

・	マイク故障→事務窓口に連絡済

・	３年生×××さんからの質問

	 〜〜〜〜〜〜〜〜〜		,	〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・	実験用薬品×××の残量：OK

　　　限

　　　限

４
10

2

記
入
例
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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教員からの連絡事項
・事前準備等

教員への連絡事項
・授業後の振り返り事項
・機器不具合などの報告

　　　限

　　　限

　　　限

　　　限
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INTRODUCTION

 This brochure is issued to help you, the 

Teaching Assistant (T·A) at Hosei Uni-

versity, to understand your roles and re-

sponsibilities for carrying out productive 

work that is part of a graduate student’s 

life.

 A T·A is not just an assistant to faculty 

members or just a part-time worker even 

though you get paid by the university. 

T·As play a par t in higher education 

through a role of supporting faculty 

teaching and student learning holding an 

intermediary status between student and 

faculty.  Expectations for higher educa-

tion are running high in Japan, and qual-

ities of each course are also required. As 

a T·A, you play a significant role in ensur-

ing quality education at the university.

 You face various teaching challenges 

and situations. While everything about 

teaching could not possibly be included 

in this brochure, you can find information 

on things such as ethics, campus offices, 

resources, and services available to you 

and your students. We hope that the T·A 

experience will be a great opportunity 

in your educational and research career 

which may lead to you becoming a re-

searcher or a faculty member.

Center for Learning Support and 

Faculty Development
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PART 1 : T·A ROLE ADJUSTMENT

Purpose of the T·A system

   Hosei University established the T·A system to enrich its undergraduate education 

and to provide teaching opportunities for graduate students who are in good aca-

demic standing by letting them help faculty members with the conduct and delivery 

of courses (labs, seminars, etc.) and tutoring to undergraduate students. Also the 

university sets the system to give T·As financial support to keep their student life 

more fruitful.

   In other words, the T·A system is a kind of an internship program for graduate stu-

dents that provides training opportunities to be prospective faculty members.

Responsibilities and expectations

   Services provided by T·As include, but are not limited to the following:

 (1)  Work done during class hours

- Assist faculty course instruction (distributing materials, operating machines 

and monitoring quizzes, etc.)

- Assist faculty to establish a positive classroom environment conducive to learn-

ing (taking attendance, maintaining classroom order, lab safety checks, etc.)

- Student support (giving advice and/or answering questions, hands-on tech-

nology, facilitating group discussions and/or supporting active learning, etc.)

- Assist faculty to lead field trips during class hours

 (2)  Work done during non-class hours

- Support student presentation preparation

- Assist faculty to prepare materials and/or print handouts

- Set up and put away machines

- Set up and put away lab material

- Assist faculty attendance management (sorting attendance cards and/or reac-

tion papers, typing in attendance information, etc.)

- Mark quizzes (exc. periodic tests and examinations)

- Assist faculty to check and mark reports (exc. periodic papers)

- Student support (giving advice and/or answering questions, etc.)

- Assist faculty to lead field trips during non-class hours

33



(3) Other work as stated by each department

- Support student thesis writing

- Assist with learning activities and events organized by each department

- Be a departmental website master

(4) Prohibited work for T·A

- Grading

- Only faculty members are responsible for grading.

 Concretely,

 • T·As shall not mark periodic tests, examinations and papers. Regardless of 

this, T·As are eligible to mark multiple choice questions for these exams.

 • T·As shall not score and grade student attendance, quizzes and papers.

- Secretarial work and/or work related to academic associations of faculty 

members which are not related to course instructions

12

6

9 3
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PART 2: PAYMENT AND RESTRICTIONS

Payment

   Hosei University makes payment for T·As based on a per class basis, not per hour. 

Payment for 1 class is 4,200 yen (incl. tax). E.g., if you are in charge of 2 classes per 

week and work for 4 weeks in a month, you will get 33,600 yen (incl. tax) per month.

   In the case you engage in extra work for marking guizzes and / or reports, another 

commission-based payment will apply (see the appendix on page 16-19).

Working restrictions

   T·As are restricted to work as below:

 (1) Undergraduate classes

- T·As are limited to work 5 classes per week during a semester.

 (2) Graduate classes

- T·As are limited to work 6 classes per week during a semester.

 (3) School of Correspondence Education classes

- T·As are limited to work 4 classes a day per school week.

   Please note that T·As are subject to the Rules and Regulations of the Hosei Uni-

versity Board of Trustees, the University, the Graduate School, the Faculty, and de-

partment in which they hold employment.

12

6

9 3
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PART 3 : PROCEDURES

Notice of Working Conditions (労働条件通知書 )

   Hosei University will issue “Notice of Working Conditions (労働条件通知書 )” to each 

T·A upon starting work in a fiscal year. T·As are responsible for reading and under-

standing the conditions.

 

 

 

 

 

労働条件通知書（コマ単位支給者用） 

 

※以下の中から，該当する職種の労働条件通知書をご使用ください。 

 雇用した学生へ配付する際には，雇用期間と所属を入力してください。 

 

・教育補助員（T・A）・特任講師・大学院チューター・日本語相談室チューター 用 

・体育実技補助員 用 

・総合情報センター事務部多摩事務課における授業補助員 用 

・スポーツ健康学部における臨時職員 用 

・学務部教育支援課で管理している授業支援アシスタント 用 

労 働 条 件 通 知  書 

 

  学校法人法政大学において以下の職種で勤務する者について，下記の通り労働条件を通知する。 

 

記 

 

１．職  種  教育補助員（T・A） 

 

２．雇用期間  自 20○○年 ○月 ○日  至 20○○年 ○月○日 

         

３．所  属  ○○○○（教員組織を記入） 

         

４．給    与   １コマ（100分）：4,200円 

        給与支払については，月末締め，翌月 25日払い（25日が休日，または土曜日にあたると

きは，その前日）とする。支払方法については，契約者の指定する金融機関の口座に振り

込むことによって毎月の給与を支払う。 

 

５．昇  給  なし 

 

６．業務内容  （１）講義担当教員の講義用教材の調査，検索，作成及び印刷等 

（２）講義時の補助 

（３）リポートの添削，採点及び小試験の採点（定期試験を除く） 

（４）その他必要な業務 

 

７．勤務曜日及び時間  別途，所属箇所からの通知による 

            所定時間外労働あり 

 

８．休  日    日曜日，休講の場合，その他大学の定める休業日 

        休日労働なし 

         

９．社会保険  適用外 

 

10．退  職  自己都合退職：本人が退職願を提出し大学が承認したとき 

        解雇事由：やむを得ない事由があるとき 

 

11．パートタイム労働法第 16条に基づく相談窓口：人事部人事課人事担当 TEL:03-3264-6295,9339,9582 

 

12．そ の 他    退 職 金：支給しない。 

         賞  与：支給しない。 

          

13．以上のほかは，本学諸規則による。 

                                        学校法人法政大学 

                              〒102-8160 千代田区富士見 2-17-1 

 

契約更新の有無及び契約更新の判断基準に関する通知書 

 

１．契約更新の有無：更新する場合があり得る。 

２．契約更新の判断基準：契約期間満了時の業務量や業務自体の有無，労働者の勤務成績・ 

態度・能力，本学の財務状況等を総合的に勘案して判断する。 
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Work Report (出勤報告書 )

   T·As are required to submit a 

“Work Report (出勤報告書 )” every 

month. Fill in the date, the day of 

the week and the course title as 

well as the faculty name, the num-

ber of classes and the workplace. 

“Work Report (出勤報告書 )” must 

also bear the official seal of the 

faculty. Be sure to submit “Work 

Report (出勤報告書 )” every month 

to the relevant Department Office. 

This report is directly connected 

to the Human Resources Division 

for payment.

One-time registration for “My Number (マイナンバー )” 

and bank account

   Employees at Hosei University need a one-time registration for “My Number（マイ
ナンバー）” and bank account for payment. Fill in the registration form for “My Num-

ber (マイナンバー )” sent from the contractor, and a form for a bank account (給与振
込口座　登録・変更届 ) provided by Hosei University. The completed forms must be 

sent back to the senders.

ココママ単単位位支支給給者者　　出出勤勤報報告告書書 記記入入例例

※ボールペン等消えない筆記用具で記入

Z2 0 5 2 6 　所属部局 記入欄

(フリクション不可)

Z1 11 55 XX 99 99 99 99

↑マイナンバーを記入しないでください

ｶﾅ

Z4

Z3 22 00 11 77 年 44 月 ← １枚に記入できるのは１ヶ月分です。複数月にまたがる場合は用紙を分けてください。

7 金

14 金

21 金

28 金

決裁欄

部局担当者印

枚 = 円

枚 = 円

円) ＊ 日 Z20 円 人事受付印

提出ルート:　記入者　⇒　担当部署　⇒　人事部業務委託室 学生雇用担当宛て (2017.04)

出出勤勤報報告告書書はは、、溜溜めめずずにに毎毎月月ごご提提出出願願いいまますす。。

　※認められた者のみ　 実費交通費 往復( 880000 44 ＝ 33,,220000

円
　※T・A　　レポート採点料（加筆あり） ＠￥ 130 ×

　※T・A　　レポート採点料（加筆なし） ＠￥  65 ×

Z24

2200 44
コマ 日

担当教員印

((ご注意))
＊交通費はICカード支払での金額を記入してください。また、規程により支給上限(片道
JR100km相当)がありますのでご注意ください。

＊本出勤報告書へご記入頂いた個人情報は「法政大学プライバシーポリシ
(http://www.hosei.ac.jp)」に基き処理するとともに，給与その他の経費支払に関する業
務以外には使用いたしません。

＊住所変更の際は、学部への届出とは別に"給与振込口座　登録・変更届"にて新住所を
ご提出ください。

Z23 Z22

←ﾁｪｯｸで印をつける際は、
　枠外にお願いします。

（コマ数合計） （出勤した日数）

1～5 児玉 5 〇

1～5 児玉 5 〇授業支援システムキャンパスサテライト

授業支援システムキャンパスサテライト

1～5 児玉 5 〇

1～5 児玉 5 〇授業支援システムキャンパスサテライト

授業支援システムキャンパスサテライト

コマ数
勤務地

担当(教員)印
市ヶ谷 多摩 小金井

勤務月

日 曜 時限 担当科目 教員名

氏　名

ホホウウセセイイ　　ジジロロウウ

日中連絡先TEL
(携帯電話推奨) 009900--99999999--99999999

法法政政　　次次郎郎

03．体育実技補助員

コマ単位

予算管理番号

職種
（○を付けて下さい）

Z0
01．教育補助員(T・A) 02．特任講師

07．学生アシスタント・小金井チューター 98．その他

本学
個人番号

◆本学学生の場合 → 学生証番号　※卒業生は「本学学生以外の場合」になります。

◆本学学生以外の場合→自身のFirstNameの頭文字(大文字)＋生年月日（西暦）
　　 　　　　　　　　 例：法政 太郎(ほうせい たろう)1990年4月10日生 → T900410

04．多摩情報セ　授業補助員

05．臨時職員（ｽﾎﾟｰﾂ健康学部） 06．通信教育指導講師
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PART 4 : WORK ATTITUDE

Your role as a teacher

   A T·A plays a role as an instructor in a class and students regard a T·A as a teach-

er. In other words, a T·A is expected to behave like an educator. Being late or absent 

without permission is not tolerated; furthermore, engaging in activities not related 

to the class is strictly prohibited. Perform your daily duties with a teacher’s sense of 

responsibility.

Your role as a student

   The university will tell you that being a student is your primary role, that your stud-

ies take precedence over everything else. This is the reason that the university limits 

working conditions.

Ask the faculty

   Faculty members are primarily responsible for their classes. T·As shall follow the 

instructions of the faculty member. Any inquiries regarding course instructions or 

anything unclear to you, make sure to consult the faculty member.

12

6

9 3
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PART 5 : SAFETY MANAGEMENT

   Whenever you operate devices, work with tools or prepare experiments, be sure to 

follow the faculty’s instruction instead of acting on your own. In the event of an acci-

dent, earthquake or any other emergency, follow the instructions of the faculty.

PART 6 : PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

   The university handles a huge amount of personal information. T·As will come into 

contact with personal information of many students. Be especially careful not to lose 

data contained in paper documents, PCs, USB memory sticks, etc. Actively perform 

security settings and make sure that the personal data are not leaked or lost.

   In the event of data leakage, do not act upon your own judgement, report immedi-

ately to the faculty or the office.

PART 7 : HARASSMENT PREVENTION

   The university brings together people with diverse opinions and ways of thinking. 

Do not push your own ideas or opinions on other people, rather consider their view-

point and act with respect for his/her opinion. Visit “Hosei University Statement on 

Diversity” at http://www.hosei.ac.jp/english/about/outline/diversity/.

   If you encounter situations where you harass others or are being 

harassed, do not hesitate to contact the Harassment Consultation 

Office at stopharrass@hosei.ac.jp.

12

6

9 3
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